
今月号の主な内容
■ 広報たかぎ
　・ふるさと寄附金制度スタート  ……２面

　・老人福祉センター休館  ……………３面

　・北部５町村火葬場共同設置  ………４面

　・道路交通法の一部改正  ……………５面

　・市町村民税減額申告  ………………６面

　・農業委員選挙  ………………………６面

■ 健康アップＰＰＫ  ……………８面
■ 保育園だより  …………………９面
■ 学校だより　第一小学校  ……１０面
■ 椋記念館だより  ………………１１面
■ 交流センター便り  ……………１２面
■ 社協だより ひなたぼっこ  …１３面
■ くりんネットたかぎ  …………１４面

7
July

健康ウォーキング・伊久間健康ウォーキング・伊久間
6月1日、梅雨入り直前の好天に恵まれ役場から伊久間原ポピー園まで6月1日、梅雨入り直前の好天に恵まれ役場から伊久間原ポピー園まで

3.6kmを歩く健康ウォーキングが行なわれました。3.6kmを歩く健康ウォーキングが行なわれました。

2008
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「
ふ
る
さ
と
」
に
対
し
「
ふ
る

さ
と
を
応
援
し
た
い
」「
ふ
る
さ

と
の
た
め
に
何
か
し
た
い
」
と
い

う
思
い
を
実
現
す
る
た
め
、
地
方

公
共
団
体
に
寄
附
と
い
う
か
た
ち

で
お
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
場

合
、
個
人
住
民
税
や
所
得
税
を
一

定
限
度
ま
で
控
除
す
る
仕
組
み
の

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　

喬
木
村
で
は
、「
た
か
ぎ
ふ

る
さ
と
寄
附
金
」制
度
に
よ
り
、

皆
さ
ん
か
ら
の
寄
附
金
を
お
待

ち
し
ま
す
。

　

当
村
は
、
平
成
十
八
年
に
作

成
し
た
第
四
次
総
合
振
興
計
画

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
小
さ
く
と
も

ア
ル
プ
ス
の
峰
の
如
く
、
毅
然

と
聳
え
る　

美
し
い
村　

喬
木
」

の
下
、
子
育
て
支
援
を
は
じ
め

福
祉
施
策
の
充
実
に
努
め
住
み

良
い
村
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
喬
木
村
を

応
援
し
て
み
た
い
皆
さ
ん
と
、

村
を
離
れ
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
皆

さ
ん
に
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と

を
応
援
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
ご

寄
付
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た
資
金
は
、

�
道
路
・
公
園
整
備

�
環
境
美
化
運
動

�
公
共
施
設
の
管
理

�
伝
統
芸
能
な
ど
の
継
承

�
青
少
年
育
成
活
動

�
そ
の
他
各
地
で
行
わ
れ
る
活
動

　

以
上
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め

に
、
村
と
協
働
で
地
域
活
性
化
に

取
り
組
ん
で
い
る
村
内
の
八
区
に

交
付
い
た
し
ま
す
。

　

ご
寄
付
は
納
付
書
又
は
現
金
書

留
に
よ
り
一
件
五
、〇
〇
〇
円
以
上

か
ら
受
付
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に

氏乗ではふるさと応援団の寄付により「望郷の灯」を建設しました。

は
、
村
か
ら
イ
チ
ゴ
狩
り
入
園
券

贈
呈
な
ど
特
典
を
用
意
し
て
お
り

ま
す
。
詳
し
く
は
役
場
企
画
財
政

室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

寄
附
と
合
わ
せ
て
村
の
地
域
づ

く
り
に
対
す
る
ア
イ
デ
ア
も
お
寄

せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

多
く
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
支
援

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

●
先
進
事
例

　

今
回
の
村
の
取
組
を
先
取
り
す

る
形
で
、
氏
乗
区
で
は
今
年
度
事

業
で
「
ふ
る
さ
と
氏
乗
応
援
団
事

業
」
に
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、
寄

せ
ら
れ
た
寄
付
金
を
基
に
地
区
内

を
照
ら
し
出
す
『
望
郷
の
灯
（
ぼ

う
き
ょ
う
の
と
も
し
び
）』
を
建

設
し
、
五
月
に
記
念
式
典
を
行
っ

て
い
ま
す
。 （
広
報
六
月
号
掲
載
）

たかぎふるさと寄附金のパンフレット
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平成20年度

区長さん及び地区長さん
今年度の区長会の役員が選出されました。

会　長　　原　　直通さん　（小川区長）
副会長　　前沢　昌弘さん　（富田区長）

地　区氏　名役　職区

里原３佐 藤 守 弘区 長

阿　島

稔大 平 武 司副 区 長

田中３松 澤 政 治副 区 長

宮澤２仲 田 芳 幸北

寺の前２市 瀬 健 治寺 の 前

帰牛原６木 下 稔 秋帰 牛 原

藤の木尾 畑 正 人郭

中町２橋 爪　 稔町

里原１賜　 晴 好南

馬場３原　 直 通区 長

小　川

両平下１原　 嘉 博副 区 長

田本平１湯 沢 豊 春副 区 長

馬場２小 池 政 實馬 場

両平下１原　 嘉 博両 平

田本平１湯 沢 豊 春田 上 川

那木耕地松 島 茂 樹上 平

伊久間１３牧 内　 勇区 長

伊久間 伊久間１６増 田　 隆副 区 長

伊久間１松 葉 泰 彦会 計

富田11－2前 沢 昌 弘区 長

富　田 富田 2－2小 池 和 利代 理 者

富田 7－1畑 中 一 彦会 計

大和知3－1忠 平 章 人区 長

大和知 南部木 下 征 義代 理 者

大和知3－3土 屋 和 俊会 計

本谷２萩 原 順 治区 長

氏　乗 貸又２萩 原　 勲副 区 長

平栗伊 藤 勝 司会 計

大島中平１山 上 賢 亮区 長

大　島
牧畑上内 山 光 明代 理 者

大島中平１内 山 正 信会 計

大島上平２筒 井 正 司会 計

桃添上２牧 内 盛 夫区 長

加々須
豊詰小 澤　 博副 区 長

桃添上２村 山　 進一般会計

桃添下２河 合 一 夫特別会計

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
休
館
及
び

教
育
委
員
会
事
務
室
の
移
転
の
お
し
ら
せ

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
修
繕
工

事
を
お
こ
な
う
た
め
、
福
祉
セ
ン

タ
ー
は
休
館
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
間
は
、第
一
公
民
館
、

第
二
公
民
館
、
い
こ
い
の
家
な
ど

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
教
育
委
員
会
の
事
務
室

は
、
六
月
二
十
三
日（
月
）よ
り
防

災
セ
ン
タ
ー
一
階
で
の
執
務
に
な

り
、
電
話
番
号
な
ど
の
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

長
期
間
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
休
館
期
間

　

六
月
十
日（
火
）〜

　

十
一
月
五
日（
水
）

○
主
な
改
修
点

耐
震
補
強
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設

置
・
ト
イ
レ
改
修
な
ど
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
、
子
育
て
支
援
・
健

康
相
談
室
の
改
善
、
集
会
室
の

拡
幅
と
防
音
化
、
い
き
い
き
デ

イ
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
事
務
室

の
拡
幅
な
ど

水害への備え 十分ですか水害への備え  十分ですか。。

　大陸と海に挟まれた日本では、梅雨、台風などの激しい気象

現象のため、住民の生命・財産・社会生活に大きな影響をもた

らす河川の氾濫、土砂災害、暴風災害などが毎年発生します。

通常は１ヶ月かかって降るような雨が1日で降ると、河川の氾

濫や、山崩れ・がけ崩れなどが発生して人々の生活や生命を脅

かすようになります。ここしばらく顕著な大雨の災害の少ない

地域でも決して安全というわけではありません。

安全な場所への避難
　◎村、消防署、消防団などからの警戒や避難の呼びかけ、避

難勧告などには速やかに従いましょう。

日ごろからの備え
　◎日ごろから天気予報や注意報に関心を

持ちましょう。

　◎大雨や台風に備え家のまわりも点検し

ましょう。
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北北北北北北北北北北部部部部部部部部部部地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区５５５５５５５５５５町町町町町町町町町町村村村村村村村村村村ででででででででででのののののののののの火火火火火火火火火火葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬場場場場場場場場場場共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置をををををををををを検検検検検検検検検検討討討討討討討討討討ししししししししししてててててててててておおおおおおおおおおりりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすす北部地区５町村での火葬場共同設置を検討しております

　現在、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村の北部地区５町村（約４万２千人）には、火葬

場がなく、火葬のほとんどが飯田市斎苑（飯田市運営）を利用しています。

　しかし、飯田市斎苑の利用件数は、高齢化の進行により年々増加傾向にあり、北部地区の利用者

はもとより、飯田市民でも利用できない日が増加しています。

　このまま、近隣の火葬場に依存しながら、北部地区の火葬需要が高まりに対応していくことは困

難な状況です。

　そのため、北部地区５町村では、生活を営むうえで誰もがお世話になる火葬場を共同で設置する

ための検討を進めてまいります。

○近隣市町村の主な火葬場の状況
伊南行政組合伊南聖苑阿南斎場西部衛生センター火葬場飯田市斎苑施 設 名

駒ヶ根市阿南町阿智村飯田市所 在 地

伊南行政組合南部総合事務組合西部衛生施設組合飯田市設 置 者

駒ヶ根市・飯島町
中川村・宮田村
（約5万9千人）

阿南町・下条村・売木村
天龍村・泰阜村
（約１万5千人）

阿智村・清内路村・平谷村
（約８千人）

飯田市
（約10万7千人）

構成市町村
（人口）

３基１基１基３基火 葬 炉 数

８５人１人１６人４０４人
北部地区住民
利 用 者 数

＊設置者の構成市町村人口は、平成19年４月１日現在の数値
＊北部地区住民利用者数は、平成19年度実績

○飯田市斎苑の利用状況 （単位：人）

計市　外[Ａ]市　内年　度 うち北部地区[Ｂ]（Ｂ/Ａ）

１，３８８３８７　（８５％）４５６９３２平成15年度

１，４０２３３４　（７７％）４３６９６６平成16年度

１，４３７３２９　（７０％）４７０９６７平成17年度

１，４５９３９７　（８２％）４８７９７２平成18年度

１，５０３４０４　（８２％）４９０１，０１３平成19年度

○飯田市民が市営斎場を利用できない件数

＊飯田市では、市民が市営斎場を利用できず、他地域の火葬

場を利用した場合、利用した火葬場と市営斎場の使用料の

差額を補助しており、その支給件数を掲載しました。

○飯田市斎苑の使用料金

使 用 料 金区　　　分

１万円飯 田 市 民

５万円飯田市民以外の者

問合せ先
　喬木村役場
　建設課　住宅林務環境担当
　電　話　 33－5126
　ＦＡＸ　 33－4511
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平成20年６月1日からの平成20年６月1日からの

道道道道道道道道道道路路路路路路路路路路交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通法法法法法法法法法法一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正のののののののののの3333333333つつつつつつつつつつののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトト道路交通法一部改正の3つのポイント

①高齢運転者マーク（紅葉マーク）・聴覚障害者マークの表示義務化

表示方法：普通自動車の前後面の見えやすい位置に表示してください。前面ガラスには表示しないでください。

●他のドライバーはマーク表示した車に対しての割り込みや幅寄せを禁止（罰則があります）

②後部座席のシートベルト着用の義務化
ドライバーは、後部座席の同乗者に対してもシートベルトを着用させなければなりません。　

 違反点　１点　（高速道路及び自動車専用道路での非着用に限る） 

ただし、以下の場合は着用義務が免除されます。

●負傷や疾病、障害、妊娠中のため、着用が療養上又は健康保持上適当でない場合

●座高の高さや肥満のため、適切に着用できない場合

●幼児にチャイルドシートを使用する場合

●シートベルトが装備されていない場合　など

「妊婦は着用すべきでない」は誤解、万一の事故に備え妊婦でもシートベルトの着用を！

③自転車の交通ルールの変更
ア）自転車の歩道通行が以下の場合に可能となりました。（下記以外は車道走行）

●児童、幼児が運転する場合

●７０歳以上の人が運転する場合

●身体障害者が運転する場合

●車道通行が危険な場合

●「通行可」の表示が歩道上にある場合。

イ）児童・幼児の保護者は、自転車に乗車する児童・幼児に自転車用ヘルメットをかぶらせるよう

に努めなければならない。

●75歳以上の高齢ドライ

バーは高齢者運転者マー

ク表示の義務化

　違反点1点
　反則金4,000円

●聴覚障害者のすべてが普

通免許を取得できるよう

になったことによるマー

ク表示の義務化

　違反点1点
　反則金4,000円

高齢運転者マーク（紅葉マーク）は喬木村交通安全協会にて無料で配布しておりますので役場生活
安全担当までお越しください。

�

�

�

�

����������������������������������

����������������������������������

�
�

�
�

 「普通自転車通行可」標識
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　平成19年中の所得が前年に比べ大きく減少し､所得税がかか

らなくなった場合､平成19年度分の住民税(平成18年中の所得

で計算)で税率改正により税負担が上がった分を平成19年分の

所得税で調整することができなくなっている方がいます｡

　このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税まで

減額する経過措置が設けられていますが､

申　告　が　必　要　で　す

　つきましては、対象となる方は下記により申告手続きをお願

い致します。

記

�提出するもの　｢平成19年分市町村民税・県民税減額申告書｣

�申 告 期 間　平成20年7月1日（火)から平成20年7月31日（木)

　　　　　　　　まで　期限厳守

�対　 象　 者　前年に所得税を課税され、平成１９年に所得が減っ

て所得税が課せられなかった方

※対象者は、6月末までに喬木村から個別に申告書を
送付致します。

　ただし、転出者や所得の不明なかたについては、時
間を要することがあります。
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�
�
�
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７
月
は
河河
川
愛
護
月
間

川
愛
護
月
間

　

七
月
は
河
川
愛
護
月
間
で
す
。

こ
の
機
会
に
天
竜
川
を
見
直
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

川
は
み
ん
な
の
モ
ノ
。
お
魚
や

鳥
や
虫
や
私
た
ち
、
み
ん
な
が
気

持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
天
竜
川
に
す

る
た
め
に
は
、
何
を
し
た
ら
良
い

で
し
ょ
う
か
。
天
竜
川
に
行
っ
て
、

ゴ
ミ
の
散
乱
で
不
愉
快
な
思
い
を

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
今

の
天
竜
川
を
見
て
、
一
緒
に
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
、
七
月
十
八
日（
金
）

に
天
竜
川
の
河
川
清
掃
を
企
画
し

ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
参

加
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
河
川
清
掃

　

七
月
十
八
日（
金
）

　

午
前
七
時
よ
り

○
場　
　

所

　

阿
島
橋
左
岸

　

雨
天
等
で
中
止
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
小
雨
程
度
な
ら
決
行

し
ま
す
。

※
ゴ
ミ
袋
と
軍
手
は
当
方
で
用
意

し
ま
す
。

○
お
問
合
せ

　

喬
木
村
役
場
建
設
課

　

�
0
2
6
5－

　

－

5
1
2
8

３３

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

７月６日は７月６日は

喬木村農業委員会委員喬木村農業委員会委員
選挙の投票日です選挙の投票日です

　農業委員会は、農地等の利用関係の調整、自作農の創設

維持その他農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的

努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業

及び農業者の一般的利益を代表する機関として、農業委員

会等に関する法律に基づき設置された行政委員会です。

　農業委員はこの中核となる重要な委員です。明るい選挙

で真に農業者の代表にふさわしい信頼と行動力のある人を

選びましょう。

立候補者届出説明会　6月18日（水）13：30～

　　　　　　　　　　防災センター2階会議室

告　　　示　　　日　7月1日（火）

立 候 補 届 出 日　7月1日（火）8：30～

　　　　　　　　　　17：00　防災センター2階会議室

投　　　票　　　日　7月6日（日）7：00～20：00

○お問合せ　喬木村選挙管理委員会事務局　�33－3800

税源移譲に伴う市町村県民税減額
申告書の提出について(お知らせ)

注：用語の説明

平成２０年度の所得　＝　平成１９年分
　　　　　　　　　　　１９年中の所得

　�　 平成１９年１月から１２月までの所得

平成１９年度の所得　＝　平成１８年分
　　　　　　　　　　　１８年中の所得

�　 平成１８年１月から１２月までの所得

�

�

�

�

�����������������������

�����������������������
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�
�
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�
�
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�
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　村では人口増加を目的に中原第二分譲地７区画、田中下住宅

地１区画の分譲を予定しております。詳細については次月の情

報誌たかぎに掲載予定です。

○お問合せ　建設課　住宅林務環境担当　�33－5126
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水
道
と
下
水
道
の
次
の
工
事
指

定
店
が
指
定
解
除
さ
れ
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

○
天
竜
水
道
有
限
会
社

　
　
　

※
事
業
停
止
に
よ
り

水
道
・
下
水
道
工
事
指
定
店

指
定
解
除
の
お
知
ら
せ

６月の村税等
口座振替日納期限

6月25日

◎口座振替の方
は預金の残高
確認をお願い
します。

6月30日

県 村 民 税
（第１期）

国 保 税
（第３期）

介 護 保 険 料

保 育 料

上 下 水 道 料

7
月
の
結
婚
相
談
日

○
日　

時

　

七
月
十
二
日　

土
曜
日

○
時　

間

　

午
後
七
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時

○
場　

所

　

喬
木
村
役
場
二
階
会
議
室

※
相
談
日
に
関
わ
ら
ず
、
随
時
左

記
に
て
結
婚
に
つ
い
て
の
ご
相

談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
せ

　

喬
木
村
役
場　

住
民
課
福
祉
係

　

担
当：

小　

原

　

電
話：

　

－

５
１
２
３

３３

平
成　

年
度

２０

税
務
職
員（
�
種
）採
用
試
験

（
高
校
卒
業
程
度
）受
験
者
募
集

　

人
事
院
・
国
税
庁
で
は
、「
税
務

職
員（
�
種
）採
用
試
験
」
の
受
験

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
受
験
資
格

　

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
日
か
ら

　

平
成
三
年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
方

○
受
付
期
間

　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日（
火
）か
ら

　

平
成
二
十
年
七
月
一
日（
火
）ま
で

○
受
付
期
間

　

七
月
十
五
日（
火
）か
ら

　

七
月
十
七
日（
木
）

○
受
付
場
所

　

飯
田
合
同
庁
舎
五
階

○
受
験
手
数
料

　

六
、二
〇
〇
円（
調
理
師
試
験
）

　

九
、四
〇
〇
円（
製
菓
衛
生
師
試
験

）

○
試
験
日
時

　

九
月
十
一
日（
木
）午
後
一
時
か
ら

○
試
験
場
所

　

飯
田
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

○
お
問
合
せ

　

飯
田
保
健
所
食
品
・
生
活
衛
生
課

　

�　

－

0
4
4
6

５３
平
成　

年
度
調
理
師
・

２０

製
菓
衛
生
師
試
験

○
お
問
合
せ

　

飯
田
税
務
署
・
総
務
課

　

�　

－

1
1
6
5

２２

生
活
と
く
ら
し
の
講
座 
〜
こ
の
地
域
で
進
む
地
球
温
暖
化
〜

「
持
続
可
能
な
地
球
環
境
に
す
る
た
め

私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
」

平
成　

年
度

２０

自
衛
官
等
募
集

○
お
問
合
せ

　

自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　

飯
田
出
張
所　

�　

－

2
6
1
3

２２

募
集
種
目

防衛大学校学生
防

衛

医

科

大
学
校
学
生

航

空

学

生

看

護

学

生

一

般

曹

候

補

生

２等陸・海・空士
（任期制）

自
衛
隊
生
徒

予備自衛官補

推薦一般男子女子一般技能

資　
　

格

高
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
者

21＊
推
薦
に
つ
い
て
は
高

等
学
校
長
の
推
薦
等

が
別
途
必
要
で
す
。

高
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
者（
自
衛

21官
は　

歳
未
満
）

23

高
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
者

21高
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
者

21高
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
者

24
　

歳
以
上

18
　

歳
未
満
の
者

27
　

歳
以
上

18
　

歳
未
満
の
者

27中
卒（
見
込
含
）

　

歳
未
満
の
男
子

17
　

歳
以
上

18
　

歳
未
満
の
者

34
　

歳
以
上
で
国
家
免

18許
資
格
等
を
有
す
る
者

（
資
格
に
よ
り　

歳
未

55

満
又
は　

歳
未
満
の

53

者
）

受
付
期
間

９
月
５
日
〜

９
月
９
日

９
月
８
日
〜

９
月　

日
30

９
月
８
日
〜

９
月　

日
30

８
月
１
日
〜

９
月　

日
10

９
月
８
日
〜

９
月　

日
30

８
月
１
日
〜

９
月　

日
10

受
付
中
で
す
。

８
月
１
日
〜

９
月　

日
10

　

月
１
日
〜

11
　

年
１
月
６
日

21７
月　

日
〜

22

　

月　

日

10

10

試
験
期
日

９
月　

・　

日

27

28

１
次　

月　

・　

日

11

15

16

２
次　

月　

日
〜　

日

12

16

20

１
次　

月
１
・
２
日

11

２
次　

月
３
日
〜
５
日

12

１
次
９
月　

日
23

２
次　

月　

日
〜　

日

10

18

23

３
次　

月　

日
〜

11

15

　
　
　
　
　
　

月　

日

12

12

１
次　

月　

日

10

25

２
次　

月　

・　

日

11

22

23

１
次
９
月　

日
20

２
次　

月　

日

10

11

6
／　

、
7
／　

、
9
／　

・

14

12

13

　

・　

以
後
も
逐
次

21

27

実
施
し
ま
す
。

９
月　

日
28

１
次　

年
１
月　

日

21

10

２
次　

年
１
月　

日

21

24

一
般　

月　

日
技
能
は

10

18

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

日
々
生
活
し
て
い
る
こ
の
伊

那
谷
の
温
暖
化
の
状
況
に
つ
い

て
、身
近
な
生
態
系
の
変
化
や
、

世
界
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
大

規
模
な
災
害
な
ど
が
、
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
そ

の
温
暖
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
一

人
ひ
と
り
ど
う
生
活
し
た
ら
よ

い
の
か
。
講
演
を
聞
き
な
が
ら

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
日　

時

　

七
月
八
日（
火
）
午
後
七
時
半

○
会　

場

　

喬
木
村
防
災
セ
ン
タ
ー

　

二
階
に
て

○
講　

師

　

原　

一
樹
さ
ん（
馬
場
在
住
）

　
（
前
下
伊
那
地
方
事
務
所
環
境
課
長
）

○
主　

催

　

喬
木
村
消
費
者
の
会


